
増築棟建設に向けたスケジュール等 

 

１．今後のスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

※このスケジュールは、設計と工事を個別に発注する「従来方式」を事業手

法として選択した場合を想定した（案）となります。今後、基本構想・基

本計画の策定を進める中で、具体的なスケジュールや事業手法を検討しま

す。 

 

 

２．増築棟の建築場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象エリア 

本
庁
舎 

令和 8年度 
（2026） 

基本構想 

令和 9 年度 
（2027） 

基本計画 

令和 10 年度 
（2028） 

基本設計 

令和 11 年度 
（2029） 

実施設計 

令和 12・13 年度 
（2030・2031） 

建築工事 

令和 7 年度 
（2025） 

基本方針 
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